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  令和2年10月13日付R02-21000-00649の監査結果の報告に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自
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長崎県監査委員  ごう まなみ 様

  

長崎県知事 中村 法道

（公印省略）

                                           

令和２年度普通会計定期監査（前期）結果に係る措置状況について（通知）

標記について、別紙のとおり措置状況を通知します。



部局 機　関　名 内　　　　　容 措置状況（R2.11.30提出）

危機管
理監

消防学校
　 執務室内における長崎県消防学校学友
会の占有場所について、使用許可の手続
きがとられていない。

　消防学校長が占有許可申請書の提出を
求め、令和2年7月16日付けで許可を行うと
ともに、使用許可台帳を作成しました。
　今後は、行政財産目的外使用許可事務
取扱要領に基づき、適正な管理を行ってま
いります。

総務部
長崎振興局
税務部

　 収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。（県税
及び加算金等）

　収入未済については、毎年度策定してい
る徴収事務方針に基づいて、文書、電話
による催告や自宅等への訪問などにより早
期接触を図るとともに、滞納者の現状把握
に努め、自主納付に応じない滞納者に対
しては、預金・給与等を中心とした債権、自
動車の差押え又は自宅等の捜索などの滞
納処分を実施しております。
　また、収入未済額の74.0%を占める個人
県民税については、管内市町と連携を図
り、長崎県地方税回収機構の処理に努め
るとともに、地方税法第４８条に基づく直接
徴収を重点的に取り組んでおります。
　こういった取組みにより収入未済は年々
減少しておりますが、今後とも滞納者の実
情に応じた実効性のある徴収対策を講じる
とともに、市町職員の徴収技術の更なる向
上を支援するなど、適正・公平な賦課徴収
に努め、県税収入の確保を行ってまいりま
す。
　なお、今年度においては、新型コロナウ
イルス感染症の影響により納付が困難と
なった納税者に対し、納税の緩和制度の
活用を図るなど、納税者の置かれた事情
に配慮した迅速かつ柔軟な対応を行って
まいります。

総務部 広報課

　 長崎県の「しま」認知度アンケート調査業
務委託において、大幅な値引き後の参考
見積額に基づいて予定価格の積算を行っ
ている。

   予定価格を積算するにあたり、参考見積
を徴する場合は、参考見積に記載の各項
目について、必要に応じて相手方に内容
を確認するなど、内容を精査の上、適正な
予定価格の積算を行ってまいります。

令和２年度　定期監査（前期）「指摘事項」に係る措置状況一覧
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総務部
情報システム
課

　 パソコン等のリース期間中において、借
入品の登記が行われておらず、またリース
終了後の買取にあたり、物品登記がされて
いない物があり、物品管理が適切に行わ
れていない。

　当該案件は、金額にかかわらず登記が
必要な物品の要件について誤認していた
ため発生したものです。
　買い取った当該物品については、定期
監査での指摘を受け、令和２年４月1日付
で物品登記を行っております。
　今後は、物品取扱規則により登記が必要
な物品の再確認を行い、物品にかかる指
摘事例を定期的に再確認するとともに、複
数職員での確認を徹底し、適正な事務の
執行に努めてまいります。

総務部
県北振興局
税務部
納税課

　 消耗品出納簿に、副賞として購入した図
書カードが登記されていない。

　税に関する作文の賞品購入後、直ちに
受賞者へ手渡すこととしていたため、消耗
品出納簿への記載の必要性を認識してお
らず、予備監査における指摘後、直ちに消
耗品出納簿への記載を行いました。
　今後は「出納局たより」を始めとした出納
局通知をより一層活用しながら理解を深
め、物品取扱規則の遵守に努めてまいりま
す。

総務部 管財課

　 公共用地の未利用地で利用見込みのな
いものについては、売却手法の多様化等
の検討を行い、引き続き積極的な処分に
努めること。

　利用見込みのない未利用地について
は、県のホームページ掲載や市町庁舎の
掲示板の活用依頼等により売却予定物件
として情報発信し、一般競争入札のほか、
インターネットを活用した入札や不動産業
者への仲介依頼などにより、売却に努めて
おります。
　さらに、令和２年度からは売却予定物件
の情報をより広く発信するため、県の全世
帯広報誌や地元新聞を活用する予定であ
り、こうした取組により引き続き積極的な処
分を進めてまいります。

地域振
興部

県北振興局
管理部
総務課

　 事実の証明手数料に必要な手数料の徴
収額が不足している。

　証明手数料の改定時期を誤認し、旧手
数料額で事務処理したものです。不足分
の手数料については、令和２年６月３０日
に徴収を行いました。今後は、手数料金
額、改定年月日を正確に確認し、適正な
事務処理に努めます。

地域振
興部

地域づくり推
進課

　 「ながさき移住ナビ」改修業務委託の変
更契約において、予定額が100万円を超え
る場合に作成すべき予定価格調書が作成
されていない。

　予定価格を消費税抜きの額で判断するも
のと認識を誤ったことによるものです。今後
は、入札・契約事務マニュアルに基づき、
適正な事務処理に努めてまいります。
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地域振
興部

島原振興局
管理部
総務課

　 公用車の廃車処理において売却処分を
予定していたところ、別の職員が口頭によ
り車体の譲与契約を締結したため、本来得
られたはずであった売却収入が得られてい
ない。

　南島原地域普及課で管理していた公用
車の廃車処理において、不用決定及び一
時抹消手続きを行った後に、総務課で売
却処分の手続きを進めておりましたが、相
互の連携不足により、南島原地域普及課
が、不用決定後は自由に処分できるものと
誤認し、口頭による譲渡契約を行ったた
め、売却収入が得られず、指摘を受けたも
のであります。
　今後は、公用車を管理している所属を対
象に勉強会等を開催し、公用車の処分の
流れや各所属の役割について確認を行う
とともに、局内関係課が連携を密に行い、
再発防止に努める予定です。

地域振
興部

長崎振興局
管理部
総務課

　 使用見込みのない物品や管理簿に登記
されないまま置かれている物品等につい
て、具体的な処分の検討がされていない。

　ご指摘のあった物品について、長与都市
開発事務所の事務机１台は、物品めぐりあ
いシステムを活用し譲渡先を探し、令和２
年９月２５日付で引渡しを終えています。そ
の他物品についても、今年度内に廃棄な
ど適正に処分することとしております。

地域振
興部

島原振興局
管理部

　 物品について、所管不明等により長期
間放置されており、適切に管理されていな
い。

　会議机等を活用の検討を行うことなく、分
庁舎の空きスペースで保管し、適切に管理
していなかったものであり、現在、物品めぐ
り合いシステムなどにより、他所属での活用
等について検討しているところです。
　今後は、毎年度実施する物品の一斉点
検時に使用状況を確認のうえ、使用見込
みがない物品については、他の所属への
所管転換や廃棄処分を行うなど適正な管
理に努めてまいります。

地域振
興部

県北振興局
管理部

　 物品について、備品登録がなされてい
ないものや長期間放置、所管不明のもの
などがあり、適切に管理されていない。

　倉庫には今後使用する可能性がある物
品を保管しておりますが、指摘があった応
接セットは地下倉庫に保管していたため、
保管状態が悪く管理が不十分でありまし
た。今後は、物品の有無だけでなく使用で
きる状態にあるか、使用見込みがあるかを
確実に点検するなど適切な管理に努めて
まいります。

文化観
光国際
部

文化振興課

　 第64回長崎県美術展覧会移動展開催
業務委託において、委託契約以外の支出
についても委託料に含めて精算を行って
いる。

　委託契約以外の支出については、県に
返還済みであります。
　今後は、同様な事態が生じないよう、事
務処理に係る精算確認の徹底、チェック体
制の更なる強化により適正な事務処理に
努めてまいります。
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文化観
光国際
部

物産ブランド
推進課

　 企画提案方式による県産品愛用テレビ
スポット放送契約の予定価格調書に、予定
額を記載すべきところ、誤って企画提案に
係る予算額（上限額）を記載している。

　予定価格調書の作成にあたっては、積算
額の確認や調書作成者への作成上の注
意点の説明について、担当者と班長等の
複数名で実施するとともに、記入前の予定
価格調書に積算額を記入した付箋の貼付
といった対策を講じ、今後は同様の事態が
生じないよう再発防止の徹底を図り、適正
な事務処理に努めてまいります。

文化観
光国際
部

文化振興課

　 長崎歴史文化博物館常設展示室展示
設備調整業務において、設置した機器の
物品組入れが行われていない。また、機器
の入れ替えに伴い、既存の機器も物品登
記がされないまま撤去・廃棄されている。

　当該業務で設置した機器については、物
品組入れの手続きを済ませております。
　今後は、同様な事態が生じないよう、事
務処理に係る根拠確認の徹底、チェック体
制の更なる強化により適正な事務処理に
努めてまいります。

県民生
活環境
部

生活衛生課
　 収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。（公益
目的取得財産残額）

　公益認定取消に伴う公益目的取得財産
残額に関する未収金については、債務者
に対する財産調査等を実施した結果、債
務者には他の負債もあり支払い能力が乏
しいことから依然として早期回収は厳しい
状況にあります。また、債務者において清
算手続きには着手していないが、すでに法
人の解散登記が行われた状況を踏まえる
と、徴収停止の要件を満たすと考えられる
ことから、今後は債権管理室と徴収停止の
適用に向けて調整してまいります。

県民生
活環境
部

地域環境課

　 大気汚染監視テレメータシステムの導入
時から通信の不具合のため保健所のデー
タ処理端末の活用ができないのにもかか
わらず対処をしておらず、さらに不具合が
あるままデータ処理端末OSアップグレード
を行い、その後も通信の不具合を放置して
いた。

　対馬保健所において、平成26年4月に所
内の配置替えを行った際、ADSL回線の接
続口が不明となり、その後そのままの状態
となっていた案件です。
　令和2年3月3日に接続工事を行い復旧し
ております。
　今後は、年度当初にシステムに接続して
いるすべての端末の回線接続確認を行
い、不具合があれば早急に対処し、再発
防止に努めてまいります。
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県民生
活環境
部

自然環境課

　 金泉寺山小屋建築物定期点検業務委
託によって、以前から異常が報告されてい
るものの、対策が行われておらず、また修
繕計画の検討も行われていない。

　定期点検の結果「要是正」とされた項目
ごとに対応方針を検討し、一部使用禁止
措置や改修等を行っていましたが、対応が
不十分であり、修繕計画という形で整理し
ていなかったものです。
　対応が不十分だった事項については、優
先順位の見直しや代替方法の検討を行
い、緊急を要する項目については対応を
終えました。その他の事項についても、対
応方法と施工計画を整理し修繕計画を立
てております。今後は、安全管理にかかる
マニュアルを作成し、利用者の安全を確保
してまいります。

福祉保
健部

福祉保健課
　 事実の証明手数料に必要な手数料の徴
収が不足している。

　長崎県手数料条例に基づく事実の証明
手数料については、平成３１年４月１日に１
件３５０円から４００円に改正されていました
が、改正前の金額により徴収していたもの
であります。
　ご指摘を受け、令和２年７月６日及び８日
に不足額を徴収し、追加徴収額を令和２年
度の証紙収入実績簿に登記しました。
　今後は、最新の手数料条例の別表（手数
料一覧）を証紙収入実績簿綴の巻頭に配
置し、確認を徹底するなど、再発防止に努
めてまいります。

福祉保
健部

原爆被爆者
援護課

　 事実の証明手数料に必要な手数料の徴
収が不足している。
　また、証紙収入実績簿が作成されていな
いものがある。

　長崎県手数料条例に基づく事実の証明
手数料については、平成３１年４月１日に１
件３５０円から４００円に改正されていました
が、改正前の金額により徴収していたもの
であります。
　ご指摘を受け、令和２年７月１０日に不足
額を徴収し、追加徴収額を令和２年度の証
紙収入実績簿に登記しました。
　今後は、最新の手数料条例の別表（手数
料一覧）を証紙収入実績簿綴の巻頭に配
置し、確認を徹底するなど、再発防止に努
めてまいります。
　また、作成漏れとなっていた令和元年度
の証紙収入実績簿を作成し、証紙収入実
績簿綴りに差し入れました。今後は、事実
の証明の決裁時に班長、班員の複数
チェックにより証紙収入実績簿の作成漏れ
がないかを確認するとともに、年度末の引
継ぎを確実に行うことで、証紙収入実績簿
未整備の発生防止に努めてまいります。
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福祉保
健部

福祉保健課

　 長崎県民生委員児童委員研修事業委
託において、実施要領で支出が認められ
ていない支出があるのにもかかわらず、精
算を行っている。

　委託料について、実施要領で対象経費
として認められていない食糧費の支出が
あったものであります。
　当該経費については、既に受託者と協議
を行い、返還手続きを完了したところであり
ます。今後は受託者に対し、対象経費の
周知を徹底するほか、契約チェックリストの
項目に「対象経費の確認」を追加し複数職
員での確認を行うなど、再発防止に努めて
まいります。

福祉保
健部

長寿社会課

　 長崎県未経験者の参入促進事業（介護
助手導入モデル事業）の委託において、
精算額の確認が不十分となっている。
　また、必要と認められない経費が含まれ
ている。

　委任契約の場合、委託料の精算につい
ては委託先から提出された支出一覧表を
もとに現地調査を実施し、委託先が保管す
る証拠書類と当該一覧表を照合し確認す
べきところを行わず、また委託契約締結前
に支出された経費を含め精算を行ってい
たものであります。
　令和２年８月６日に現地調査による確認
を行い、必要と認められない経費部分につ
いては９月24日に返還されております。本
年度は同委託を行っておりませんが、他の
同種契約においても、精算書の提出後、
現地調査を行うとともに、複数職員による
内容の確認を徹底するなど、再発防止に
努めてまいります。

福祉保
健部

原爆被爆者
援護課

　 援護システム機器の賃借及び保守にお
いて、予算額をそのまま予定額としている
が、参考見積書を徴するなどして予定額を
積算すべきである。

　予定額の積算については、本来、業者か
ら参考見積もりを徴するなどして決定すべ
きところを、厚生労働省から参考として送付
された見積額をそのまま、予算額及び予定
額としていたものであります。
　今後、予定額を積算する場合は、業者等
に参考見積もりを依頼したうえで、県で独
自に予定額を積算いたします。

福祉保
健部

県北振興局
保健部

　 合併処理浄化槽の保守点検において、
業務の一部が実施されていないにもかか
わらず委託料の支払を行っている。

　県北保健所において、毎月の保守点検
の実施は適切に確認されていたものの、年
１回の合併処理浄化槽の水質検査につい
て実施の有無の確認を怠っていたもので
あります。ご指摘を踏まえ、「業務確認表」
を作成し、年間の点検及び検査の予定及
び実施日を記載することで確実に履行が
確認できるよう対処いたしました。
　今後は、財務規則等に則り、適切な事務
処理に努めてまいります。
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福祉保
健部

福祉保健課

　 Ｎタスカード1枚が消耗品出納簿に登記
されていない。
　 また、スマートカード1枚において使用実
績等が記載されていない箇所がある。

　Ｎタスカードについては、購入伺決裁後
に、販売中止により購入を取りやめたにも
関わらず廃案手続きを失念していたもので
あります。また、スマートカードについては、
使用後の実績の記載を失念したものであり
ます。
　決裁後に変更が生じた案件については、
複数の職員で情報共有を図り、必要な手
続きの漏れがないよう努めてまいります。ま
た、使用実績については、スマートカード
の保管箇所に、使用簿の記載が必要であ
る旨を明示するなど、記載忘れがないよう
徹底してまいります。

福祉保
健部

障害福祉課
　 消耗品出納簿に、副賞として購入した図
書カードが登記されていない。

　自殺対策標語募集要領に基づき毎年度
募集を行い、副賞として図書カードを購入
し受賞者へ贈呈していますが、この図書
カードを消耗品出納簿に登記していなかっ
たものであります。
　ご指摘を踏まえ、消耗品等を使用の際に
はその都度、出納簿に必ず記載するよう改
めて職員への周知を行いました。令和２年
度も同様の事業を実施いたしますので、確
実に登記を行い、適正な事務処理に努め
てまいります。

福祉保
健部

長崎振興局
保健部
衛生環境課

　 消耗品出納簿に登記されていない劇物
がある。

　令和元年度に、西彼保健所内において、
購入時期が不明で毒劇物管理簿に記載さ
れていない劇物があることが判明したた
め、毒劇物管理簿に記載し、適正に管理
するように改善しましたが、その際に物品
管理の担当課への報告を失念していたた
め、消耗品出納簿に登記されないままと
なったものであります。
　ご指摘を踏まえ、担当課への報告を徹底
するよう改めて職員に周知いたしました。
　今後、担当が異動する際には確実に引き
継ぎを行い、適正な処理に努めてまいりま
す。
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福祉保
健部

島原振興局
保健部

　 物品について、所管不明等により長期
間放置されており、適切に管理されていな
い。

　県南保健所において、長期間使用実績
がなく保管されたままとなっていた物品に
ついては、所管を整理し、活用方法等の検
討を行ったところ、今後使用の可能性がな
いと判断されたことから、専門業者への廃
棄処分委託等を行うこととしております。
　今後は、毎年度実施する物品の一斉点
検時に使用状況を確認のうえ、使用見込
みがない物品については、他の所属への
所管転換や廃棄処分を行うなど適正な管
理に努めてまいります。

福祉保
健部

県北振興局
保健部

　 物品について、備品登録がなされてい
ないものや長期間放置、所管不明のもの
などがあり、適切に管理されていない。

　県北保健所において、北松歯科医師会
に貸し出していた「歯科用ポータブルユ
ニット」が平成３０年３月に返却されて以
来、倉庫で保管していたものであります。
当該物品は取得後２９年を経過し老朽化し
ていることや、現在では安価でサイズもコン
パクト化されたユニットが訪問歯科診療を
実施している歯科医へ普及しており、今後
の貸し出しの見込みもないことから、当該
物品の廃棄に向けた処理を進めてまいりま
す。

福祉保
健部

福祉保健課

　 災害救助備蓄物資が浸水想定区域内
に置かれている場所がある。
　また、物資の保管状態が不適切なものや
備蓄数が不足しているものがある。
　 なお、部外者が立入可能な倉庫に保管
されていることから、厳重な管理が必要で
ある。

　一時的に浸水想定区域内の倉庫に保管
していた一部の災害備蓄物資について
は、11月中に新たな倉庫への移動を完了
いたしました。
　併せて、長期保管物資で湿気や埃により
保管箱が破損していたものについて、梱包
し直したほか、立入り可能な倉庫に保管さ
れていた物資についても、部外者が立ち
入りできない倉庫に11月中に全て移動を
完了し、保管状態に配慮したうえで適正に
保管しております。
　また、各振興局等に分散備蓄している物
資で、不足が生じていた物資については、
余剰分から補充し、不足を解消いたしまし
た。
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福祉保
健部

県北振興局
保健部
衛生環境課

　 毒物劇物農業用品目販売業登録の更
新申請で、毒物劇物取扱責任者が退職し
て不在であるのにもかかわらず、十分な確
認を行わないまま更新を認めている。

　県北保健所において、毒物劇物農業用
品目販売業登録の更新申請の際、毒劇物
取扱責任者が既に退職した職員であった
にもかかわらず、現地調査時に当該職員
が現に従事していることを十分確認するこ
となく登録したものであります。
　今後は、毒物劇物販売業新規・更新登
録申請時、及び一般立入調査時におい
て、毒劇物取扱責任者の有資格の確認、
勤務実態の確認を確実に行ってまいりま
す。

こども政
策局

こども未来課

　 収入未済について、より実効性のある徴
収対策に取り組み、収入の確保に努めるこ
と。
（長崎県私立学校教育振興費補助金）

　本債権は令和２年７月に債権管理室へ
引き継いでおり、現在、債権管理室におい
て民事訴訟などの法的措置に向け準備が
進められているところです。こども政策局と
しても必要な協力を行い、未収金の早期
回収に取り組んでまいります。

こども政
策局

こども家庭課
　長崎県里親育成支援事業業務委託にお
いて、増額の変更契約の際、契約保証金
の増額を行っていない。

  今後は、関係規定の確認が徹底できるよ
う、担当者が契約・変更契約の伺いを起案
する際は、契約事務チェックリスト（部局で
独自に項目を追加したもの）を活用し、変
更契約により契約保証金が増額となった場
合は、保証金を徴収し、適正な事務処置
に努めます。

産業労
働部

経営支援課
　 長崎県地域拠点商店街支援事業補助
金において、直接必要な経費か不明のま
ま、額の確定を行っている。

　実績報告時点で店舗内に未設置となっ
ていた機器３台を補助対象に含めて額の
確定を行っていたものです。
　その後設置済みとなった１台を除く残る２
台について、間接補助事業者である市と
協議して、商店街内店舗への早急な設置
を指導していたところ、９月６日までに全て
設置が完了しています。
　今後は、補助金の額の確定に際しての対
象経費の精査の更なる徹底を図り、適正な
補助事業の執行に努めてまいります。

産業労
働部

窯業技術セ
ンター

　 用品庫に使用不能の老朽化した物品が
長年置かれたままになっている。

　指摘を受けた物品については、年度内に
処分することとしています。
　今後は、故障して使用できない不要な物
品については、物品処分事務マニュアル
に基づき、適切に処分を行ってまいりま
す。
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産業労
働部

窯業技術セ
ンター

　 センターが生産した陶磁器等や共同研
究で作成された陶磁器の中に適切に管理
されていないものがある。

　生産した陶磁器等で、展示品との認識か
ら物品登録していなかったものです。備品
については物品出納簿に登記し、その他
のものについては管理簿を作成しました。
　また、共同研究で作成し、商品化されて
いる食器について、消耗品等出納簿に登
記しました。
　今後は、物品取扱規則に基づき、適切な
物品管理を行ってまいります。

水産部
長崎港湾漁
港事務所
港営課

　 収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。
（一般会計…沈没船引上げ等費用等）

　過去の無許可期間の占用料相当額を請
求したが経営難のため納入できなかった
案件と、放置船が沈没し所有者に代わって
県が引上げたが、支払い能力がなく未納と
なった案件です。
　過去の無許可期間の占用料相当額につ
いては、納入計画どおりに納付されている
かを随時確認し、債権の回収に努めてま
いります。
　また、沈没船の引き上げ代行費用につい
ては、令和2年8月1日付けで債権管理室
に移管しましたので、今後は債権管理室か
らの協力要請に応じて対応してまいりま
す。

水産部 漁政課
　 特許権実施料の徴収に当り、実施料率
の適用を誤っている。

　実施料率の適用誤りについて契約相手
方へ説明を行い、令和２年８月24日付で特
許権実施料の還付を行いました。今後は、
契約内容等の再確認を徹底し、適切な事
務処理に努めてまいります。

水産部 漁業取締室
　 公文書の写しの交付手数料に係る証紙
収入において、証紙収入実績簿が作成さ
れていない。

　公文書の写しの交付申請が４件ありまし
たが、証紙収入実績簿への記載を失念し
ていました。
　収入証紙を消印後、実績簿に記載し、公
文書写しの交付の決裁とともに実績簿を回
覧することにより、複数でチェックすることを
徹底してまいります。

水産部
水産加工流
通課

　 消防用設備等点検業務委託において、
受信機予備電源等が不良との点検結果報
告があったにもかかわらず、対応がなされ
ていない。

　小規模修繕箇所については、修繕に着
手いたしました。修繕費が高額なものにつ
いては、他の施設整備工事との調整を行
い、できるだけ速やかに不具合箇所を改善
いたします。
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水産部 漁港漁場課
　公有水面埋立管理システム元号改修お
よび移設業務委託他1件において、仕様書
が作成されていない。

　参考見積提出依頼時に、県担当者から
相手方に委託内容の説明をしたので仕様
書の作成は不要と誤認したことにより発生
した案件です。
　今後は委託する業務内容を記載した仕
様書を作成いたします。

水産部
県北振興局
建設部
建設管理課

　 平漁港海岸漂着物運搬及び処分業務
委託において、産業廃棄物処分業の許可
を有しない業者に委託している。

　産業廃棄物運搬･処分委託契約起案時
に対象となる廃棄物の全種類について許
可を有する業者を選定する必要があった
が、確認が不十分であったため一部の許
可を有しない業者を選定した案件です。
　産業廃棄物業務用の契約事務チェックリ
ストを令和２年１０月２７日に作成し、『業務
の種類（収集運搬・処分）に応じた許可を
有した業者を選定しているか』等、許可の
有無に関する確認項目を設けたところであ
り、今後の再発防止に努めてまいります。

水産部

長崎振興局
県央水産業
普及指導セ
ンター

　使用見込みのない物品や管理簿に登記
されないまま置かれている物品等につい
て、具体的な処分の検討がされていない。

　ご指摘のあった物品については、直近の
使用実績は無かったものの、関係先から要
請を受ける可能性を考慮して保管していた
ものです。当該物品は、今後の使用の可
能性が低いと判断し、所管転換も含めた処
分方法の検討を進め、年度内に処分いた
します。
　今後は、各水産業普及指導センター独
自の物品管理調査を年１回実施することに
より、物品等の確認・整理を確実に行い計
画的な処分を行うなど適正な物品の管理
に努めてまいります。

水産部
県北振興局
商工水産部

　 物品について、備品登録がなされてい
ないものや長期間放置、所管不明のもの
などがあり、適切に管理されていない。

　長期間未使用で保管されていたインク
ジェットプリンターは、故障及び耐用年数
が経過しており、今後も使用見込みがない
ため、年度内に処分いたします。
　今後は、各水産業普及指導センター独
自の物品管理調査を年に１回実施すること
により、物品取扱規則に基づく、適切な物
品管理に努めてまいります。

水産部 漁政課
　 一般財団法人長崎県沿岸漁業振興基
金出捐金について、公有財産台帳が作成
されていない。

　作成保管するべき公有財産台帳につい
て、文書台帳システムに常用文書として登
録いたしました。今後、このようなことが無
いよう、規則に基づき適切な公有財産の管
理に努めてまいります。
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水産部 水産経営課
　 長崎県漁業信用基金協会出資金他2件
について、公有財産台帳が作成されてい
ない。

　作成保管するべき公有財産台帳につい
て、文書台帳システムに常用文書として登
録いたしました。今後、このようなことが無
いよう、規則に基づき適切な公有財産の管
理に努めてまいります。

農林部 農業経営課
　 収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。
（農業改良資金特別会計）

　農業改良資金特別会計の貸付金にかか
る償還金等について未納となったものであ
ります。
　現在までの措置状況につきましては、
・連帯保証人や相続人を含む、債務者へ
の文書・電話による督促及び現地調査
・貸付先に対する、地方機関による定期的
な個別訪問・経営指導の実施
・面談による償還協議
などの対策を講じてまいりました。
　今後は今年度設置された債権管理室と
の役割分担による連携を図りながら、引き
続きこれらの対策を講じることで、適切な債
権管理を徹底し、未収金の早期解消に努
めてまいります。

農林部 林政課
　 収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。
（林業改善資金特別会計）

　林業改善資金特別会計の貸付金にかか
る償還金等について未納となったものであ
ります。
　現在までの措置状況につきましては、
・連帯保証人や相続人を含む、債務者へ
の文書・電話による督促及び現地調査
・貸付先に対する、地方機関による定期的
な個別訪問・経営指導の実施
・面談による償還協議
などの対策を講じてまいりました。
　今後は今年度設置された債権管理室と
の役割分担による連携を図りながら、引き
続きこれらの対策を講じることで、適切な債
権管理を徹底し、未収金の早期解消に努
めてまいります。

農林部 農村整備課
　 農業水利施設保全合理化事業の地元
負担金について、地元市へ請求すべきとこ
ろを土地改良区に対して請求している。

　農業水利施設保全合理化事業における
地元負担金について、土地改良区負担分
を含め地元市から徴収すべきところ、地元
市、土地改良区それぞれ個別に請求を
行っていたことに対し指摘を受けたもので
あります。
　今後は本庁、振興局、地元市それぞれの
担当間で、今回の顛末事例等の情報共
有、注意喚起を行うとともに、歳入決議にあ
たっては、関係条例等の資料を添付するこ
ととし、その都度、徴収根拠の確認を徹底
し、適正な事務の執行に努めてまいりま
す。
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農林部 林政課

　東京オリンピック・パラリンピック選手村ビ
レッジプラザへの県産材供給業務委託に
おいて、指名競争入札方式を行っている
が、資格を有するかを協議した名簿から選
定しておらず、指名業者の選定方法が適
正ではない。

　東京オリンピック・パラリンピック選手村ビ
レッジプラザへの県産材供給業務委託に
おいて、地方自治法施行令に基づき作成
された名簿を使用せず、指名競争入札を
行っていたことについて、指摘を受けたも
のであります。
　入札にあたっては、本業務を施行可能な
県内業者10者すべてについて、参加資格
審査に必要な条件を満たしていると判断
し、地方自治法施行令に定められた資格
の公示を行わずに全者を指名して競争入
札に付したものであります。
　今後、同様の事案が生じないよう、競争
参加資格審査委員会の運営規程に「地方
自治法施行令第１６７条の１１に定められた
名簿を使用しているか」という審査項目を
新たに追加し、資格審査において、適切な
名簿を使用しているかを必ずチェックする
よう再発防止策を講じました。
　今後も適正な事務の執行に努めてまいり
ます。

農林部

島原振興局
農林水産部
南島原地域
普及課

　 公用車の廃車処理において売却処分を
予定していたところ、別の職員が口頭によ
り車体の譲与契約を締結したため、本来得
られたはずであった売却収入が得られてい
ない。

　島原振興局南島原地域普及課で管理し
ていた公用車の廃車処理において、不用
決定及び一時抹消手続きを行った後に、
総務課で売却処分の手続きを進めており
ましたが、相互の連携不足により、南島原
地域普及課が、不用決定後は自由に処分
できるものと誤認し、口頭による譲与契約
を行ったため、売却収入が得られず、指摘
を受けたものであります。
　今後は、公用車を管理している所属を対
象に勉強会等を開催し、公用車の処分の
流れや各所属の役割について確認を行う
とともに、公用車を処分する際には、総務
課と公用車を管理している所属において、
不用決定及び売却手続きの決裁書類を双
方で合議することで、再発防止に努めてま
いります。
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農林部
島原振興局
農林水産部

　 物品について、所管不明等により長期
間放置されており、適切に管理されていな
い。

　島原振興局農林水産部において、事務
机、輪転機、雨量計等が長期間使用され
ないまま放置されていたことについて、指
摘を受けたものであります。
　放置されていた物品については、使用で
きる状態でないため産業廃棄物として廃棄
処分いたします。
　今後は、毎年度実施する物品の一斉点
検時に使用状況を確認のうえ、使用見込
みがない物品については、他の所属への
所管転換や廃棄処分を行うなど適正な管
理に努めてまいります。

農林部 農業経営課
　 農業近代化資金等出捐金について、公
有財産台帳が作成されていない。

　農業近代化資金等出捐金につきまして
は、農業関係制度資金の円滑な融通を図
るため、長崎県農業信用基金協会の無担
保・無保証人による保証リスクに備える特
別準備金に対し、平成１４年度から出捐金
を支出していましたが、公有財産台帳を作
成していなかったことから、指摘を受けたも
のであります。
　指摘を受けた後、直ちに公有財産台帳を
作成するとともに、出捐金を支出した際に
台帳を記入するよう引継書に記載いたしま
した。
　今後、同様の事案が生じないよう、適正
な事務の執行に努めてまいります。
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土木部 住宅課
   収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。
　（県営住宅使用料等）

　当課としては、下記の方針での取り組み
を推進し、職員と家賃徴収員の連携を図り
ながら、徴収率向上を図ってまいります。
・長期滞納者を増やさないため、３カ月未
満の滞納者への取り組みを強化する。
・３カ月以上の滞納者に対しては、滞納額
が多額にならないうちに契約解除通知や
住宅の明渡請求を実施する。
・判決後の分納誓約違約者及び和解内容
違約者に対しては、早い段階から警告文
を送付する。
・長期滞納者への住居明渡訴訟、強制執
行及び違約明渡を内容とする即決和解の
違約者に対する強制執行申立てを実施す
る。
・滞納者へ督促状、明渡請求書等を送付
する際に、連帯保証人に対しても入居者
への納付指導を依頼するとともに、入居者
からの支払いがない場合は連帯保証人に
対し支払請求を実施することがあることを
通知する文書を送付する。
　さらに、１年以上納付がない退去滞納者
に催告を行い納付を促すとともに、名義人
から徴収が困難なものについて、連帯保証
人へ請求を実施しました。

土木部
長崎港湾漁
港事務所
港営課

　 収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。
（港湾施設整備特別会計…野積場目的外
使用料等）

　野積場目的外使用料、プレジャーボート
使用料等の収入未済につきましては、引き
続き文書、電話、面会等による催告に努
め、解消を図ります。

土木部
長崎振興局
建設部
管理課

　 屋外広告物申請手数料について、算定
に誤りがあり、徴収額が過小となっている。

　屋外広告物許可申請１件について、３年
間分の許可手数料を徴収すべきところ、算
定ミスにより１年間分の手数料を徴収し、差
額の42,500円が未徴収となっております。
　今後、差額分の徴収を図ってまいります
とともに、許可の手続きにおいては、手数
料算定表や審査事務チェックリストの内容
を見直し、再度所属内での共有を図り、再
発の防止に努めてまいります。
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土木部
長崎港湾漁
港事務所
港営課

　 ガントリークレーンにかかる使用料の算
出について、土木部長通知に基づく算出
方法を適用しておらず、その理由等が不
明確である。

　ガントリークレーンの使用料算出につい
ては、長崎県港湾管理条例第１７条第１項
第２項に基づく減免措置を行う際に、土木
部長通知（H31年度はH31.2.12付）におい
て「アワーメーターによる実稼動時間により
点検時間３０分を控除した金額」とされてお
り、本来は、長崎港コンテナターミナル運
営協会（以下、「運営協会」）の会員事業者
が使用した機械の使用実績を確認して使
用料を算出すべきところ、地方機関におい
て運営協会が提出した報告書（ワーキング
レポート）を正として算出するものと判断し
て処理を行っていたものです。
　今後は、土木部長通知に沿って使用料
を算出いたします。
　なお、事業者からの報告書と土木部長通
知に乖離が見られる場合は本庁と協議し
た上で然るべき手続きを経て取扱いを決
定いたします。

土木部
長崎振興局
建設部
都市計画課

　 ＪＲ長崎本線連立（排水設備等保守点検
業務委託）の変更契約おいて、工事に関
する委託ではないにもかかわらず、見積書
の徴取を省略し、契約変更請書により対応
している。

　本契約内容は施設、設備及び保守点検
の委託であるため、再見積を行い、変更契
約書を交わす必要がありましたが、誤って
建設関連業務委託の手続きを適用したも
のであります。
　今後は、財務規則の確認を徹底し、再発
防止に努めてまいります。

土木部
長崎港湾漁
港事務所
港営課

　 小江スケートパーク施解錠・監視及び清
掃業務委託と長崎小江スケートパーク清掃
業務委託で、業務が重複している。

　積算上、両委託業務に経費の二重計上
はありませんが、これまで委託仕様書及び
業務名称に「清掃業務」を記載していたも
のです。
　「小江スケートパーク施解錠・監視及び清
掃業務委託」において、巡回の際に清掃
業務（ゴミ拾い程度）も実施してもらえるも
のと誤認し、「清掃業務」の文言を含めてし
まったことが要因ですが、経費が積算がさ
れていない業務をその仕様書及び名称に
含めることは適切ではありませんでした。
　今後は「小江スケートパーク施解錠・監視
及び清掃業務委託」については、業務内
容を整理し、今後の委託契約においては
仕様書及び業務名から「清掃業務」の文言
を削除することといたします。
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（県営常盤駐車場（北側）自動料金精算シ
ステム保守点検業務委託）
　当初、北側駐車場及び南側駐車場の保
守点検業務について、平成30年度に５年
継続契約により契約を締結していたところ、
南側駐車場については令和元年度から指
定管理者制度による管理に移管したことか
ら、当業務委託について平成31年３月末
で契約を解除しました。
　改めて北側駐車場については年度早々
に契約を行うべきでしたが、契約解除に伴
い事務手続きの準備が不十分であったた
め、契約締結の時期が令和元年５月となっ
たものです。
　今後は年間業務管理表を作成し、事務
手続きに遅れが生じないようにいたしま
す。

（長崎港ターミナルボーディングブリッジ保
守点検業務委託）
　当初、指名競争入札により点検事業者を
決定しようとしておりましたが、一般競争入
札で可能かどうか、県内の港湾施設を管
理する県の地方機関や権限移譲市町に対
して点検が実施可能な事業者の情報の聞
き取りを行うなど、発注の準備に時間を要
したもので、その間、保守契約のない期間
が生じたものです。
　なお、保守契約がない期間は、随意契約
により、エレベーターなど昇降機における
性能点検に準じた年１回の点検を委託して
実施しており、また、使用者の九州商船に
よる日常の点検、県による年３回の点検を
実施しており、利用に支障が生じないよう
努めておりました。
　今年度については、従来実施してきた点
検項目を見直し、電気系統及び油圧系統
の点検に加え、駆動系も含めた総点検を
実施する予定としております。

　県営常盤駐車場（北側）自動料金精算シ
ステム保守点検業務委託及び長崎港ター
ミナルボーディングブリッジ保守点検業務
委託において、保守のない期間がある。

長崎港湾漁
港事務所
港営課

土木部
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土木部
長崎港湾漁
港事務所
総務課

   長崎港出島地区SOLASフェンス設置業
務委託において、落札者の入札保証金か
ら契約保証金への充当が遅延している。
   また、増額の変更契約の際、契約保証
金の増額を行っていない。

（契約保証金への充当遅延について）
　当該業務委託は、財務規則第９４条に定
める入札保証金（入札見積金額<税込>の
５％以上）を徴収し、平成31年４月８日に一
般競争入札を行い、落札業者と４月10日に
財務規則第111条に定める契約保証金（契
約金額<税込>の10％以上）を徴収し、契約
を行いました。
　その際、入札保証金を契約保証金の一
部に充当する手続きを契約日（4/10）と同
日付で発議したものの、決議日が契約日よ
り後の日付となり、結果として入札保証金
不足の状況で契約を締結し、契約後に契
約保証金が充当されたものです。

（契約保証金の増額について）
　本業務委託は単価契約のため、本来は
令和元年８月２７日付で変更契約を締結し
た際に、年間予定数量を基に適切に契約
保証金を算定して増額分を徴収すべきとこ
ろが、増額分の契約保証金を徴収してい
なかったものです。
　再発防止のため、上記いずれについても
8月13日付で契約事務チェックリストの改定
を行い、契約日までに充当処理が行われ
たか、また、単価契約の契約変更の際には
契約保証金の追徴の要否を確認するよう
に改めました。
　今後はミスが発生しないよう、適切に処理
してまいります。

土木部
県北振興局
建設部
建設管理課

　 漂着鯨排除業務委託において、予定価
格調書が作成されていない。

　当事案は、施行時には予定価格調書を
作成するとして決裁を受けながら、担当者
が決裁後に予定価格調書については不要
であると誤った認識のもと省略したもので
す。
　今後は、財務規則に従い確実な取扱い
を行うよう、認識も含め課全体でチェックリ
ストの確認を徹底し、再発防止に努めてま
いります。
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土木部

県北振興局
建設部
道路建設第
二課

　 県北振興局管内道路開通式運営･会場
設営業務委託において、急な変更により不
要と考えられる追加費用が発生している。

　当該事案は、式典の一部企画の会場
が、急遽地元市の申し出によりセレモニー
会場での開催となり、式典参加人数が減
り、見栄えを考慮して式典会場のステージ
を高さが低いものに変更する必要が生じた
ため、それにかかる費用を追加計上したも
のであります。
　当式典は、県民や来賓の方々へ県の道
路事業をPRするとともに、地方の社会資本
の必要性を認識していただく重要な機会
であると考え、費用の追加計上を決定いた
しました。
　今後はご指摘を踏まえ、式典運営の際
は、当該式典の目的や意義を十分に考慮
し、費用の計上等を行ってまいります。

土木部

県北振興局
建設部
田平土木維
持管理事務
所

　 田平土木維持管理事務所管内道路監
視業務委託で、受託した業者が従来の受
託業者と同一であるのにもかかわらず、引
継期間の委託料を支出している。

　当該委託契約における特記仕様書にお
きましては、当該業務に当たる技術者は事
前に届出をすることとしており、併せて、新
規技術者における研修期間についても明
記しております。
　当該案件につきましては、同一業者が受
託しておりますが、新規技術者の届出がな
されたため、県の負担により引継期間の委
託料を支出したものであります。
　なお、技術者の変更がない場合は甲乙
協議のうえで減額することとしております。
　今後は本庁と協議しながら特記仕様書の
見直し及び統一を図り、適正な委託料の
執行に努めてまいります。

土木部

長崎振興局
長与都市開
発事業所、
神浦ダム管
理事務所

　使用見込みのない物品や管理簿に登記
されないまま置かれている物品等につい
て、具体的な処分の検討がされていない。

【長与都市開発事務所】
　指摘事案は使用見込みのない物品（事
務机１台）を保管していたものです。今後も
使用予定が無いことから県の「物品めぐり
あい」システムを活用し譲渡先を探し、令和
２年９月２５日付で引渡しを終えています。
　今後使用見込が無くなった物品が確認さ
れた場合は、譲渡など適切な処分を行い
ます。

【神浦ダム管理事務所】
　ご指摘のあった物品については、いずれ
も非常に古く、壊れている物品であり、今
年度内に適正に処分することとしておりま
す。
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土木部
県北振興局
建設部

　物品について、備品登録がなされていな
いものや長期間放置、所管不明のものなど
があり、適切に管理されていない。

　備品登録がなされていなかったものにつ
いて、監査指摘後、直ちに登録の手続きを
行い、６月１５日付けで登録が完了しまし
た。

土木部 住宅課
　 出捐金の管理について、公有財産台帳
（出資による権利）が保管されていないもの
がある。

　出捐金については、団体等を所管する班
で把握しており、また、平成３０年度に都市
計画課より一部業務の移管により団体が１
団体増えるなどし、台帳の所在を把握でき
ておりませんでした。
　現在は、台帳の所在を確認し、住宅課と
して一体的に整備し保管しております。

土木部 用地課
　 公共用地の未利用地については、今後
も引き続き土地の実態に応じた利用又は
処分に努めること。

　公共用地の未利用地につきましては、平
成30年度末で21件を保有し、令和元年度
中に関係主務課から12件の引き継ぎを受
けております。このうち、令和元年度中に
13件を処分したため、令和元年度末の未
利用地は20件、面積は1万4,123㎡となっ
ております。
　今後とも、一般競争入札による処分に努
め、市町等へ譲渡等の利活用協議による
有効活用を図るとともに、地積過小、不整
形地等による処分が困難と判断される土地
については、隣接地主に対して購入の働
きかけを定期的に行ってまいります。

土木部
長崎振興局
建設部
管理課

　 廃道敷の現況調査で不法占用の報告が
されているにもかかわらず、その後適切な
対応が取られていない。

　当該案件については、民有地と廃道敷と
の境界が未確定の状況です。民有地には
家屋が建っておりますので、今後、建物所
有者及び土地所有者と境界を確認したう
えで、家屋の不法占用の有無を判別し、必
要な措置を講じてまいります。

土木部
長崎港湾漁
港事務所
港営課

　 池島港浮桟橋連絡橋巻上装置の操作
点検業務委託において、不具合が報告さ
れているのにもかかわらず、対応が検討さ
れていない。

　点検報告書に、当該浮桟橋連絡橋巻上
装置に関する休止装置及び橋体について
「要修理」との記載があり改善の必要性は
認識しておりましたが、技術担当課の点検
も実施しており、急を要するものとの認識が
なく、改善に関する検討がされていなかっ
たことから指摘を受けたものです。
　現在、改善の方法や予算などについて
検討中であり、早期の改善を図る予定で
す。
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令和２年度　定期監査（前期）「指摘事項」に係る措置状況一覧

土木部
島原振興局
建設部
管理課

　 港湾水域占用許可に係る占用料につい
て、算定の基礎となる近傍地価が毎年変
動しうるにもかかわらず、当初の近傍地価
で算定している。

　港湾水域占用料について、昨年度まで
は、当初の近傍地価を使用し「近傍地価×
６％×面積」として算定しておりましたが、
今年度の更新許可に係る占用料金の算定
においては既に是正し、令和２年度の近傍
地価に基づき算定しております。今後引き
続き適正な事務処理に努めてまいります。

土木部

県北振興局
建設部
田平土木維
持管理事務
所

　 鷹島肥前線道路修繕工事（検査車点検
業務）について、点検車の不具合が以前
から報告されているのにもかかわらず、修
繕が実施されておらず、橋梁点検ができな
い部分がある。

　当該案件につきましては、点検結果に基
づき、部品の交換等の修繕を行っておりま
したが、不具合の根本的な改善が出来て
いませんでしたので、今年度、橋梁本体の
補修工事に併せて、点検車の詳細点検及
び修繕を行うこととしております。
　今後は点検結果に基づき適切に修繕を
行うよう努めてまいります。

土木部
長崎振興局
建設部
管理課

　 屋外広告物更新許可において、申請書
に添付する安全点検報告書で異常が認め
られたにもかかわらず、許可されている。

　当該許可申請については、安全点検報
告書の記載内容に不備がありましたが、審
査時においては、異常が認められなかった
ことを申請者に確認の上、許可をいたしま
した。
　また監査後も当課において、改めて安全
性について調査を実施し、問題が無かった
ことを確認しております。
　今後とも、安全点検報告書等の審査、経
過の記録等を徹底し、適切な事務処理に
努めてまいります。

土木部

県北振興局
建設部
建設管理
課、道路維
持第一課、
道路維持第
二課

　 県有地である嘘越の敷地及び倉庫にお
いて、自転車などの撤去物や融雪剤の空
き袋などが大量に長期間放置されている
状況であったり、湿気厳禁で取り扱うべき
融雪剤が対策をせず倉庫に保管してある
等、管理が不十分である。

　自転車等の撤去については、一定期間
の保管後、計画的な処分場への持込を行
うことを検討してまいります。
　融雪剤の空袋は随時処分を行っており、
また、保管は随時換気を実施し、今後、湿
潤状態にならないよう間隔をあける等の対
策を行ってまいります。



部局 機　関　名 内　　　　　容 措置状況（R2.11.30提出）

出納局
出納局
会計課

１．業務委託等における予定額（設計
額）について
　 業務委託等における予定額（設計額）
の算定について、業者から参考見積書
を徴取し、合理的な理由もなく値引き後
の額を予定額としているものや、内訳の
記載がなく単に一式として積算している
ものなど取扱いに適正さを欠く事例が散
見された。
　 積算書は本来県が作成すべきもので
あり、参考見積書に値引き額や一式の
表示など内容が不明確なものが含まれ
る場合は、業者に具体的な内容につい
て確認のうえ適正な作成に努めるべき
である。しかし、これらの事例が見られた
所管課からは、値引き後の額を予定額と
すべきではないと明記された通知やマ
ニュアル等を見たことがない旨の意見が
あった。
　 会計課においては、「適正な予定価
格の設定について」の通知が出されて
いるが、合理的な理由もなく値引きの後
の参考見積額を予定額の積算において
用いることが妥当でないことについてわ
かりやすく周知されていないことから、入
札・契約事務マニュアル等に明確に記
載するとともに、研修会において説明を
行うなど、周知を徹底されたい。

  値引き後の価格を予定額とすることは、合理的な理
由があれば問題ないと考えておりますが、今般、指摘
を受けた各課では、値引きの根拠に合理性がない、
一式としている積算内容が不明確である、として指摘
を受けたものと考えております。
　そのため、令和２年１０月１９日付けで、今後の対応
についてわかりやすく記載した指導の通知を行うとと
もに、普通会計定期監査結果にかかる研修会におい
ても周知を行いました。
　今後は入札・契約事務マニュアルにもわかりやすく
記載するとともに、財務会計事務にかかる各種研修
会や会計監督検査等において、引き続き指導してま
いります。

令和２年度　定期監査（前期）「意見」に係る措置状況一覧



部局 機　関　名 内　　　　　容 措置状況（R2.11.30提出）

令和２年度　定期監査（前期）「意見」に係る措置状況一覧

２．物品の適正な管理について
　 地方機関の倉庫等における物品の管
理状況を確認したところ、物品登録がな
されていないものや長期間放置され所
管不明なものなどがあり適切に管理され
ていない事例及び使用見込みのない物
品について具体的な処分の検討がされ
ていない事例などが散見された。倉庫
等については、放置された物品や所管
不明の物品など死蔵されたものがない
か定期的に確認し、使用不能なものは
速やかに処分する必要がある。
　長期間放置されている物品のうち使用
可能なものについては、「物品処分事務
マニュアル」(平成31年2月出納局作成)
に基づき、所管課及び所管課以外の部
署のみならず公共的団体等における使
用可能性も考慮しながら、処分方法の
検討を行う必要がある。
　 本庁所管課においては、使用見込み
のない物品は、早期に処分方法を検討
するなど適正な管理に努めるよう関係地
方機関へ周知するとともに、外部団体等
の使用可能性など必要な情報の収集・
提供や予算の確保についても配慮され
たい。

【消防保安室】
　気象観測装置については、撤去に費用がかかるた
め処理が行われていなかったもので、年度内に廃棄
処理する予定です。今後、不用となったものについて
は、必要な予算を確保し、適切に廃棄処理を実施い
たします。
　また、赤外線測定器については、日常的に使用す
ることがなかったため、故障に気づけなかったもので
あり、１２月中に修理の対応を行います。今後の物品
等の確認においては、作動確認をするとともに、必要
な修理等の対応を行います。

【地域づくり推進課】
　長期間使用実績がなく、今後使用見込みのない物
品については、物品めぐり合いシステム等を活用し、
他所属での活用等について検討するとともに、譲渡
先がない場合は、速やかに適切な処分を行うよう関係
地方機関へ周知を行うなど適切な管理に努めている
ところです。
　今後は、定期的に関係地方機関へ使用状況の確認
を行い、長期間放置されることがないよう図ってまいり
ます。

【福祉保健課】
　長期間使用実績がなく保管されたままとなっていた
物品や、今後使用見込みのない物品については、地
方機関において専門業者への廃棄処分委託等を行
います。また、処分業者が限定される物品について
は、本庁で予算を確保し処分を行う予定です。
　今後は、定期的に使用状況について確認を行い、
長期間使用実績のない物品が生じないよう努めま
す。

【新産業創造課】
　物品の管理について、長期間保管されたままになっ
ている物品があるなど管理が不十分であったものであ
りますが、当意見を受け、倉庫等の物品について確
認を行い、故障して使用できない不要な物品につい
ては、物品処分事務マニュアルに基づき、年度内に
処分することとしています。
　今後は、定期的に物品の確認をするとともに、故障
して使用できない不要な物品は、物品処分事務マ
ニュアルに基づき適正な処理を行うなど、物品の適正
な管理に努めるよう周知してまいります。

知事部
局

所管課
（右欄の「措
置状況」に
記載のとお
り）
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【水産経営課】
　物品については、今年度から年に１回、県下7水産
業普及指導センター独自の物品管理調査を実施する
こととしており、今後は、物品取扱規則に基づく適切
な管理に努めてまいります。
　また、使用見込みのない物品については、所管転
換も含めた検討・処分を進めてまいります。

【漁港漁場課】
　関係地方機関に対して、物品取扱規則に則り、物
品の適正な管理に努めるよう指導してまいります。

【農政課】
　島原振興局農林水産部において、事務机、輪転
機、雨量計等が長期間使用されないまま放置されて
いたことについて、指摘を受けたものであります。
　今回の指摘を踏まえ、令和２年１０月２７日付けで農
林部内各課、各振興局及び各地方機関に対して通
知を行い、物品の適正な管理・処分を徹底するよう依
頼いたしました。
　また、各所属においては、物品の管理状況を再確
認し、使用不能又は使用見込みのないもの等がある
場合は、物品処分事務マニュアル等を参考にしなが
ら、早急に処分方法・時期の検討を行い、計画的に
処分を進めてまいります。
　今後、物品取扱規則等を遵守し、適正な物品管理
に努めてまいります。

【監理課】
　今後とも、適切な物品管理を行うよう、各地方機関
へ適宜助言等行ってまいります。

【港湾課】
　関係地方機関に対して、物品取扱規則に則り、物
品の適正な管理に努めるよう指導してまいります。

【河川課】
　物品の処分に係る費用について、必要な予算を確
保します。

【住宅課】
　使用見込みがない物品等を確認した場合には、適
切に処分するよう助言を行いました。



                           R02-40060-02391

                                                 令和２年１１月１６日

   

長崎県監査委員  濵本 磨毅穂 様

長崎県監査委員  砺山 和仁  様

長崎県監査委員  浅田 ますみ 様

長崎県監査委員  ごう まなみ 様

  

長崎県教育委員会教育長 池松 誠二

（ 公 印 省 略 ）

                                           

令和２年度普通会計定期監査（前期）結果に係る措置状況について（通知）

標記について、別紙のとおり措置状況を通知します。



部局 機　関　名 内　　　　　容 措置状況（R2.11.30提出）

教育庁 体育保健課
　強化練習等のため貸し出すカヌー（船舶
類）について、物品取扱規則に基づく貸付
の事務を行っていない。

　当該物品については、現在、関係機関に
相談のうえ、必要な手続きを進めておりま
す。
　今後は、同様の事案が生じないよう所属
内で共有し、関係法令や規則等を再度確
認するほか、物品の管理状況について確
実に引継ぎを行うなど、適切な事務処理に
努めてまいります。

令和２年度　定期監査（前期）「指摘事項」に係る措置状況一覧



部局 機　関　名 内　　　　　容 措置状況（R2.11.30提出）

教育庁
教育環境整
備課

２．物品の適正な管理について
　 地方機関の倉庫等における物品の管理状
況を確認したところ、物品登録がなされていな
いものや長期間放置され所管不明なものなど
があり適切に管理されていない事例及び使用
見込みのない物品について具体的な処分の
検討がされていない事例などが散見された。倉
庫等については、放置された物品や所管不明
の物品など死蔵されたものがないか定期的に
確認し、使用不能なものは速やかに処分する
必要がある。
　長期間放置されている物品のうち使用可能な
ものについては、「物品処分事務マニュアル」
(平成31年2月出納局作成)に基づき、所管課
及び所管課以外の部署のみならず公共的団
体等における使用可能性も考慮しながら、処
分方法の検討を行う必要がある。
　 本庁所管課においては、使用見込みのない
物品は、早期に処分方法を検討するなど適正
な管理に努めるよう関係地方機関へ周知する
とともに、外部団体等の使用可能性など必要な
情報の収集・提供や予算の確保についても配
慮されたい。

　今回の監査結果を受け、令和２年10月16
日付け通知において、監査結果の内容とと
もに、管理する物品の使用状況等を確認
し、使用見込のない物品については、物品
めぐりあいシステムやＮＥＷＳポータルサイ
トを利用した学校間の所管転換による有効
活用や、計画的に処分方法の検討を行う
よう周知しました。

令和２年度　定期監査（前期）「意見」に係る措置状況一覧



                           崎会（監指）第183号

                                                 令和２年 11 月 30 日

   

長崎県監査委員  濵本 磨毅穂 様

長崎県監査委員  砺山 和仁  様

長崎県監査委員  浅田 ますみ 様

長崎県監査委員  ごう まなみ 様

  

警 察 本 部 長

（ 公 印 省 略 ）

                                           

令和２年度普通会計定期監査（前期）結果に係る措置状況について（通知）

標記について、別紙のとおり措置状況を通知します。



部局 機　関　名 内　　　　　容 措置状況（R2.11.30提出）

警察本
部

警察本部

　Ｂ型肝炎予防ワクチン接種において、予
定価格内の見積価格で決定した後、契約
手続き時に異なった金額の見積書を提出
させている。

　本件は、予定価格内の見積価格で決定
後、契約相手方から、見積金額を誤った旨
の連絡があり、正しい見積金額での見積書
を提出したいとの申し出があったため、本
来行うべき契約変更手続きを経ることなく、
契約締結したものです。
　今後は、見積決定後において、契約内容
に関する変更がある場合は契約変更等、
適正な事務処理を行うよう努めます。

令和２年度　定期監査（前期）「指摘事項」に係る措置状況一覧


